
ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議

ニュース・レタｒｌ●
これまで、ニュースレターの名称が
決まっていませ人でしたが
いま「ＡＣＴＩＯＮ」という
名称はどうかと考えています
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例えば随ＣＴＩＯＮ」という名称にした場合

こんなロゴタイプが考えられますが
皆さんはどう思われますか？

ご意見を服務局まで；お寄せください
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Ｃ．Ｗ．ニコルおおいに怒る

Ｐ．マイヤーズ国民会議にエールを送る

中下裕子ＤＸＮ法成立、今後の活用が課題

佐々木静子発起人からひとこと

第二次提言を提出、発足１周年を迎えて、スケジュール

初年度活動報告と会員継続のお願い、他
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産廃 の 不 法 投 棄 が 私 を 変 え た

ぼくは３０何年前に日本に来たんです。日本

国籍をとって日本に住んでいます。みんな世
界中旅をしたら、日本が一番いいとわかりま
す。北には流氷がある。南にはサンゴ礁があ
る。言論の自由がある。完璧に宗教の自由が
ある。それから旅の自山がある。そのうえに
５０年以上平和を守っている国は他にあります

Ｃ．Ｗ．ニコルｏ国民会誦発起人長野県・黒姫在住の小説家。ウＪ-ルズに生ま
れ、１８歳でカナダに渡りイヌイット（エスキモー）との生活を体験。カナダ政府の
専門技官として１２回の北極探検を重ねた後、エチオピア国立山岳公園の建設にも参
加。沖縄海淵導ではカナダ館副館長を務める。１９８０年以来、黒姫に住み日本の自然
破壊を憂え、ナチュラリストとしても精力的に活動している。
著嗇に「勇魚」「白河馬物語」（以上文套春秋）「バーナード・リーチの日時計ｊ
（講談社〉「森からの警告一畑正憲／ＣＷ．ニコル対談集」（ＣＢＳヽノニー出版）など多数。
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か？ないですね。だから日本を守らなけれ

ばならないです。

でも、もし今、はじめて日本に来たとした

ら、日本が大きらいになるね。田中角栄の時

代から日本は狂っちゃったとぽくは思いま

す。ぼくの住む黒姫では産業廃棄物が不法投

棄されています。建築業界がいろいろ変なこ

とをやっているなと思う。建築廃材とあと多

いのは医療廃棄物、あらゆるものが投棄され

て い る。

ぼくは最初この問題にはあまり目を向けて
いなかったけれど、地元の人が「困ったな、

困ったな」と言うので「どうしたの？」とき
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いて、産廃の不法投棄がひどいことをおしえ

てもらいました。

私がこの問題で一番心配しているのは、ま

ず未来への影響です。ダイオキシンだけでな

く、いろいろなものをカクテルで出してます

ね。それと同時に彼らは社会の汚染、言論の

自由などいろんな自由をも奪ってますよ。

ぽくは元カナダの環境庁にいました。私の

言葉を信じて下さい。ダイオキシンの安全基

準は「ゼロ」です。汚染されやすい役人が多す

ぎる。それとヤクザがこわい。責任をとりた

くない、とらないというのが日本の社会です。

どうして長野オリンピックができたか。ワ

イロがすごいですよ。オリンピックのために

道路ができたんですよ。お客さんが来るから

よかったねと思っていたら、お客さんは来な

くて、開通したその日に廃棄物業者がどんど

んゴミを捨てにきました。何千台トラックが

来たかわからない。

役人で本気でこの問題にとりくもうとして

声をあげている人はいませんね。いちばんパ

ワーのある人は、日本では女性です。勇気を

もってこういう問題とたたかっている人たち

を守ってあげて下さい。地元の役人には経済

復興ばかり考えていて、ダイオキシンて何か

を知らない人もいるんです。勉強不足ですね。

国の法律にないことを言い訳に、放っておい

てもいいんだという対応が多いです。いちば

ん急がなければならないのは、法律を作ると

いうことだと思いますね。我々の町でごみ問

題を考えるグループができて１年間勉強して

いましたが、いろいろなところから圧力がか

かるんですよ。「黒姫のイメージを悪くする

からやめろ」「野菜が売れなくなる」ってね。

総理大臣がホウレンソウを食べてみせる国

だからね。ダイオキシンは昧がないもん。

テレビ朝日の所沢の農作物汚染の報道もね、

マスコミも対応になれていないので表現の方

法に誤りもあったと思いますけど、あれがな

かったら国も県も動かなかったですよ。真に

責められるべきはテレビ局ではないですよ。矛

先を局にむけるのは子ども社会だと思います。

私達もきちんと情報を出せと言いながら、

出たときの受け止め方ができていません。出

たらパニックになるだけで、材料として受け

止めることがまだできません。

汚 染 は 全 国 に 広 が っ て い く

大きな企業の巾には一所懸命やっていると

ころもあります。一線を守っている日本人も

たくさんいると思います。でも日本の病院、

特に小さな病院が医療廃棄物に絡んでいま

す。そろばんをはじいている人が「こちらの

ほうが安い」と言って、料金の安い業者に頼

むから悪質なゴミ捨て業者が儲かってしまい

ます。彼等は学者でも弁護士でも買うことが

できる。アメリカのマフィアより強いですよ。

長野県廃棄物問題研究会の関口鉄夫さん、

あの人は強い、何事があっても立ち向かって

いきます。あの人がいるから日本人で良かっ

たと思うことがあります。彼は常にフィール

ドワークの人です。こんな人は日本にたくさ

んいます。でも、みんな押さえられている。

癌にかかっていたりする。可哀想ですよ。悪

党たちがこんなに力を出せるとは思っていな

かったですね。

ひとつの水のサンプルを検査に出すのに８０

万円かかります。この費用を庶民が払ってい

るのに、その汚染源の社長は何億円のクルー

ザーを４台も持っています。厚生省など行政

が検査するべきではないですか。

所沢や、能勢とか言っていますが、他の地

方でも何万ピコとか出ていて、もう日本中で

問題になっています。現場の声は強いです。

その中心は女性です。環境庁は弱いですね。

環境庁は汚染されていないと思います。意見
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がないし、力がないから…。日本で一番汚れ

ているのは建設省かと思っていましたが、実

際には厚生省ですね。厚生大臣に対してはと

ても腹が立ちます。

自自公で中身のないダイオキシン規制法が

法律で通ってしまいそうですが、きちんと住

民が参加できる、そこに住んでいる人がチェ

ックし、調査に加わることができるような法

律にしなければならないと思います（編集部

注：このインタビューはダイオキシン類文寸策法成

立前のものです）。

厚木基地の近くで某暴力団が関係している

焼却炉のことで１５年ももめています。煙突の

２００ｍ以内に宿舎があって、喉や皮膚に症状

が出ていて米軍の人は国に帰りたいと言って

います。アメリカの若い人を助けなければい

けないと思っていますが、軍が引き上げると

そのときに安保条約は滅びてしまいます。

日本の政府がその焼却業者に焼却址を削減

する見返りとしてお金を渡すということです

が、アンダーグランドの話ではその業者は

３、０００億円出すなら撤退すると言っていたそ

うです。アメリカ海軍は話し合いの様子を１５

年撮影してきたそうです。誰が何を言ったか、

撮っておかないと信川できなくなっている。

日本で一番信用できないのは政府です。残念

で す。

カ ナ ダ で は 考 え ら れ な い

行 政 の 怠 慢

ぼくは水源地４０ケ所を歩いて、会社に行っ

て調べています。１ヶ所約７００台分のトラッ

クで埋めたててその上に土をかぶせて終わ

り。次の別の所に行く。３０００❹以下は無許可

で良かった。だから小さいのが幾つもありま

す。沢を利用してゴミで沢を埋めてしまうん

です。地主（ほとんどが老人か、そこに住ん

でいない人）と話し合いがついているところ

は、絶対安全とか、整地するとか言っていま

すが、カナダだったら持ち主まで逮捕されま

すよ。カナダでダイオキシンが入っている水

を沢に流したら、厚生省の責任者は逮捕され

ます。イワナや鱒がいる沢だったら大変。

日本では環境庁や厚生省が動かない。ぽく

達ばかり動いている。彼らはお金儲けだけで

す。地元の人に水のサンプルを検査に出すか

ら８０万円出せと言っている。でもサンプルは

ひとつだけではだめなんです。たくさんの場

所からたくさんサンプルを出して、毎月出さ

なければいけない。そのようにすると信濃町

だけで何千万、何億円にもなります。

危険な仕事をしている人たちには、良い給

料で、良い保険で、安全を守って働いてもら

って、ヒーローにしたらどうですか。お金の

流れは全部透明にして、自分で見ていない、

フィールドをやっていない役人が判を押すの

はだめです。自分の目で確かめてほしいです

ね。ぼくはカナダＥＰＡ（環境省）にいました。

緊急のときはすぐ現場に行かなければならな

かった。仕事の仕方がそのようになっていま

す。水鳥で重油が流れたとき、カナダから日

本の環境庁より早く水島に行きました。役人

はネクタイをはずして脳に血が昇るようにし

たほうが良いと思いますよ。

ぽくが環境省にいたとき、ぽくのオフィスに
ー一枚の写真を飾っていました。ユーシン・ス

ミスの白黒の写真で、水俣病にかかっている

１３～４歳の娘をお母さんが抱いてお風呂に人

れている写真です。リメンバー水俣です。こ

れはぼくの仕事の象徴でもあります。環境省

の偉い人が来て、「なぜ、こんな写真を飾っ

ているのか？」と聞きました。ぽくは「これ

はぼくのポリシーです。これは母親の愛情で

す。とても美しいと思います。責任者を処刑

したいくらいです。怒りと悲しみと全ての人

間にある感情があの写真にはあると思いま
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す」と答えていました。

カナダで水俣病が出始めたとき、ぽくが環

境省へ日本のデータを見せて止めさせたの

で、カナダの少数民族の小さな村が救われま

し た。

日本は、水俣、川崎、イタイイタイ病があ

ったのに、なぜ同じことを繰り返しているの

ですか？ダイオキシンも一緒です。図式は

水俣と一緒です。「水俣がこうだったから、

また同じようになっちゃ困る」と、なぜ日本

人は思わないのでしょうか…。

日本では、行政の対応の悪さは、責任を持

たなければいけない人たちが２年ごとに転勤

で替わるからだと言われていますが、最後は

デスクの責任ではなく個人の責任です。カナ

ダでは責任は役人でも個人にかかります。

消費者の力が企業を変える

日本人は病気を隠す。病人を隠す。病気に

頁

が ″ ヌ

中江土地改良区へ
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長野市水道局
取入口

なった場所は恥じだから隠さなければいけな

い。［１本の２０歳代から５０歳代位の人に、知人

で癌で死んだ人、アトピーの子供は何人いる

かと聞いてみたいです。３５乍前来日したとき

はこんなにいなかった。今は、アトピーや病

気を持っている若い人がすごく多いです。

日本の企業は、特にテクノロジーに関して

は吐界でも有数のレベルです。大きな焼却プ

ラントには何億という多額な費用を出してい

ます。実際にやっている人に聞くと小さくて

良いものができると言います。そんなにお金

を使わなくとも良いと思います。

物をっくる企業がもっとちゃんと企業努力

をすべきです。また、消費者が使わないと決

めなくちゃいけない。やはり企業も商売だか

ら売れなくならないと製造をやめない。消費

者が買っているうちは企業はやめない。これ

はアメリカのピストル問題と似ています。

産婦人科の先生が、アトピー、喘息、奇形



＠ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１３

などが日本の子供に多くなっていると言いま

したが、日本では生まれる前から判るから生

まれないようにしてしまいます。汚染のひど

い地域の方が、両手、両足がないとか、頭が２

つあるとか判ると中絶していると言っていま

した。内科小児科の先生が子供を手術した時、

内臓が進化していない子がいると言っていま

した。人問が胎内にいる時魚のような状態の

期間があるが、生まれてからもそのようなま

だ卵から孵っていない子供がいるそうです。

イギリスでは情報公開がある程度進んでい

ますが、数年前に、異常な出産が多くなって

いると発表しました。日本はイギリスよりも

ダイオキシン汚染が高いからさぞかしロ本は

ひどいのではないかと思っていました。

ぽくが心配しているのは、山は日本の屋根

になっているので、山が汚染されると日水中

に汚染された水が流れていくということで

す。実際、ｌｌ、｜の中の小動物や鳥にもかなり影

響が出ています。かえるが減った、へびも減

った。奇形の昆虫がとても多い。羽や足の数

や形が変化している。昔からもちろんありま

したが、とても多くなっています。黒姫に住

んでから、特にこの１０年の問にすごく変化し

ています。小動物がとても減っています。

減 少 す る 動 物 と 人 類 の ゆ く え

蛙の先生、アイヌの萱野茂先生がこんなこ

とを言いました。「則が消えた、へびが消え

た、あなたが消えた、私が消えた。」

黒姫もたとえば狐が多い時、兎が多い時とあ

ったけど、今は全体に減っています。

ぼくの知っている人に、ゴミ問題に取り組

んでいるＪＲの運転手さんがいます。その人が

言うには、「以前は夏になると虫が沢山電車

の窓にあたって、掃除を頻繁にしなければい

けなかったけれど、ここ１０年前頃から掃除を

しなくとも良くなりました。どうしてだろう

と思って調べていたら、この世界に入りまし

た」。戦っている人は学者より普通の人です。

主婦やおじさん、おばさんが仲間に入って心

配しています。

北極も気流の関係でＰＣＢなどが溜まりま

す。北極圏の人たちは食物連鎖でＰＣＢが高濃

度になっているあざらしなどの動物を食べる

ので、政府は赤ちゃんに母乳をあげないでく

れと言っています。

関口さんの先輩が癌で亡くなったとき、彼

は［先輩は戦死した］と言いました。関口さ

んが小さな村々で調べているとき、相手はヤ

クザがらみだからと地元の人が怖がっていま

した。そのとき彼は、「昔、戦争中に反戦と

言ったら憲兵隊が来ました。でも、今は憲兵

隊は来ない。大丈夫です。戦いましょう。」

と言って地元の人たちと共に幟いました。

黒姫からメディアを通じて訴えても、長野

巾‘から何にも言ってこない。がっかりです。

最近カナダで、「外国に水を大量に売って

はいけない」という規則ができました。１０数

乍前、ぽくが「水源地を荒らすと水が足りな

くなる」と政府に言ったら、政府の役人は

「［｜本は金持ちだから外国から買えばよい］

と言っていました。自分の周りの水が汚れて

いるという人が、水を買って飲んで健康を取

り戻している。

ぽくがスーパー林道建設に猛反対している

理巾は、最初は森が荒らされるからでしたが、

今は水源地にゴミを迎んでしまうからです。

スーパー林道を全部調べたら、大きなダンプ

が入るところは全て廃棄物業者が入っていま

す。スーパー林道を推進している政治家には、

必ずゴミ関係のワイロがどこからか流れてい

ます。環境汚染のあるところどの国も哀にワ

イロがあります。日本は特にそうです。魂を

売るようです。自分の国は自分たちで守るべ

きです。［談］
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市 民 の 行 動 が カ ギ を 握 る

『奪われし未来』の出版以来、科学者、政治

家、産業家の間で様々な反応がありました。

彼らがどう動こうとも、結局のところ問題解

決のカギは、私たち市民がどう考え行動する

かにかかっています。その点をお話しします。

が、その前に、本が刺激となって科学の世界

で５つの潮流が生まれたということを指摘し

たいと思います。

す な わ ち、

１．環境ホルモン汚染の地球規模化を証明す

る研究が増えていること

２．身近な消費財から、環境ホルモンに分類

される化学物質が日々発見されていること

３．殆どのホルモン系に環境ホルモンが影響

を及ぼすという証拠が集まり出したこと

４．ＰＰＴの如き超微量のレベルでも、人体に

及ぼす影響があることが分かってきたこと

５．胎児での暴露が、ガンや学習困難という

形で後年発現するという仮説の高まり
ー の ５ 点 で す。

次に最近の重要な研究を２っご紹介します。
一つ目は、７０年代に激減した米東海岸のサ

ケの事例です。乱獲、ダムの彫響、生息地の

破壊などが指摘されました。今年発表された

研究によると、それらに加え当時大量に散布

された農薬の不活性成分一一従って検査対象

外-一一一一一一の中に、サケのホルモン系を損なう物

質が含まれていたというのです。サケは淡水

と海水を往復しますが、その際ホルモンで体

内生理を調節します。それが害され、産まれ

た川に戻れなくなったと言うのです。

二つ目は先進国で増加中のリンパ節腫の中

には、ウイルスとＰＣＢの複合作用で発病率が

激増するものがあるという研究でも「ＰＣＢは

ジョン・ピーターソン・マイヤーズしカリフォルニァ大
学バーツレー校で動物学の博士号を取肛、野烏保護を目的
とするナショナル・オーデュポン協会専務理事をへて、地
球環境イ呆護と核戦争廃絶に取り組むプロジェクトを支媛す
る私立財団Ｗ．オールストン・ジョーンズ財団代表］Ｉ竃わ
れし未采ｊの３人の著者のうちの一人、４９歳。

免疫力を弱める」という仮説が生まれており、

これは感染症を考える上でパラダイム・シフ

トとなるものです。

市民を守る３つの原則と米国での教訓

このように、今までの常識を覆す形で環境

ホルモンの影響が明らかになりつつありま

す。私たちはどうすればいいのでしょうか。
ニブ防原則、汚染者負担の原理を税制で貰くこ

と、「消費者の知る権利」の確保、以上３っ

の原則を挙げたいと思います。中下弁護士の

言われる「市民の関与」も、これらの原則を実

現する上で必須です。

米国では子供の健康被害を守るという視点

から運動を組み立てた結果、環境問題に関心

の薄かった宗教界、医療の世界にも関心が広

がりました。特に、小児科の先生や看護婦を意

識的に巻き込んできた努力が実ったのです。

被害者団体とも接触し、治療より予防に活動

の力点を置くよう働きかけました。学校での

農薬使用を規制する市民運動も盛んです。

大成功の事例に「人に無害の医療キャンベ
ーン」があります。これは健康を守る病院が、

医療廃棄物の焼却から発生するダイオキシン

で、人に危害を与えているのはおかしいとい

う発想から生まれました。医者や看護婦さん

が問題を理解し、改善の先頭に立ってくれま

した。連邦政府の規制を求めるところまで来

て い ま す。

州税制に汚染者負担原則を反映させる運動

も盛んです。ミネソタ、カリフォルニア、オ

レゴン、マサチューセッツなどが際立った地

域 で す。

厳格な表示を求めるラベル法- -カリフォ
ルニアの提案６５号が代表例です力にを他州

にも広げようという動きも伸びています。

残留性有機汚染物質を国際間で規制する

ＰＯＰｓ条約の交渉でもＮＧＯは活躍していま

す。９月に開催されますが、日本の皆様方に

も参加して欲しいと思います。

編集部注：本稿は７月１７日の博士の講演要旨です。全文は別途準備中です。
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国民会議事務局長
中 下 裕 子

「ダイオキシン類対策特別措置法」成立

法的枠組み整備に第一歩
国民会議では、「ダイオキシン類緊急対策第一次提言」において、ダイオキシン対策のたａうの特別立法のｉ凄性を提言
していましたが、今般、この提言の趣旨を採り入れた「ダイオキシン類対策特別措置法」が議員立法により成立しま
した。私たちの提言が全て採用されている訳ではありませんが、この法律の制定によってダイオキシン対策を総合的
に推進する法的枠組みが一応整備されたといえるでしょう。今後は、これをいかに活用してその実効性を高めるかが
問われることになります。そこで、法律の到底点と残された課題は何かを確認しておく百辿幌あると思います。

（ｙ）活用が

ダイオキシン類の定義が拡大
ポリ塩化ジベンソーパラージオキシン（ＰＣＤＤ）

とポリ塩化ジベンソフラン（ＰＣＤＦ）に加えて、コ

プラナーポリ塩化ビフェニル（Ｃｏ-ＰＣＢ）もダイオ

キシン類に含まれることになりました。

而熔一一日摂取量（Ｔｍ）は後退
「４ｐｇ／ｋｇ以下で政令で定める値」とされていま

す。周知のとおり、ＷＨＯでは１-４ｐｇ／ｋｇとされ

ており、国民会議はその最も低い値であるｌｐｇ／ｋｇ

をわが国は採用すべきとの提言を繰り返し行ってき

ました。当初の公明党案や民主党案でも１ｐｇ／ｋｇと

明示されていたにもかかわらず、本法律では「４

ｐｇ／ｋｇ以下」と後退したことは残念です。今後は政

令に委ねられることになりますが、仮に現時点では

４ｐｇ／ｋｇを採用せざるを得ないとしても、少なく

とも将来的には１ｐｇ／ｋｇを目指すことを明らかにす

るとともに、目標達成のためのスケジュールを具体

的に明示する必要があると思います。

先般、厚生省・環境庁の合同チームは、新ＴＤＴを

４ｐｇ／ｋｇに決定しました。報告書では、現在の科学

的知見に基づけば、４ｐｇ／ｋｇが相当としていますが、

他方、精子減少を示す動物実験結果を採用すればも

っと低い値になることも認めています。また、Ｉ司報

告はダイオキシン類と他の化学物質との複合影響に

ついては全く考慮していません。こうした複合影響

の可能性を考えると、ＴＤＩの決定は、将来に禍根を

残さないためにも、できるだけ安全の側に立って行

う必要があるのではないでしょうか。であるからこ

そ、ＷＨＯも目標値を１ｐｇ／ｋｇとしていると思いま

す。「国際的動向に十分配慮しつつ科学的知見に基
づいて必要な制定を行うものとする」旨法律でも定

められていますので、できるだけ早期に１ｐｇ／ｋｇに

改定すべきです。

環境基準制定でｉｊ｛ｆ進、問題点も
大気・水質・土壌の汚染に係る環境基準の制定が

規定されたことは、前進です。しかし、これらは人

の健康の保護のためのものです。生態系の保護のた

めの基準には言及されておらず、問題点が残されて

い ま す。

大気と水質の排出基準が制定、
決定プロセスに問題
大気排出基準に加えて、水質の排出基準も定めら

れました。但し、具体的な数値は、技術水準を勘案

して総理府令で定めるとされています。国民会議で

は、このような基準値の決定は、行政・学識経験

者・産業界代表・市民代表から構成される委員会が
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行うよう提言していますが、今回の法律ではその趣
旨が明示されていないのは残念です。少なくとも、
基準値の決定プロセスを透明化するとともに、是非
とも市民の意見を反映できる手続きを採用する必要
があると思います。
また、基準値は、技術的に可能な限度まで下げる
という基本姿勢が求められています。条例による上

乗せが認められていますので、地域特性に応じた規
制の強化が必要です。環境庁長官は、このような条
例による規制強化を勧告することもできます。今後、
各地域で上乗せ条例の制定を求める住民の取り組み
が望まれます。国民会議でも、総理府令や条例制定
に関する提言を行いたいと考えています。

住 民 参 加 に 活 動 可 能 な
総 量 規 制 基 準

大気排出基準のみでは、大気環境基準の確保が困
難であるとして政令で定める地域（指定地域）にお
いては、都道府県知事は、総量削減計画を作成し、

総量規制基準を定めるとされています。都道府県知

事は、指定地域に指定するよう内閣総理大臣に申出
ができます。また、住民も、同様の申出を都道府県
知事にすることができます。
このような住民参加の規定が設けられたことは評価

されます。大いに活用すること力哩まれます。

飛灰、焼却灰の処理基準等で前進
飛灰・残灰には高濃度のダイオキシン類が含まれ
ていることが指摘されていましたが、今般、処理基

準（厚生省令）が定められました。また、最終処分
場からのダイオキシン漏出が懸念されていました
が、法律で維持管理基準（総理府令、厚生省令）が
設定されました。国民会議でも基準設定の提言をし
ていましたが、今回それが入れられたことは大きな

前進です。

土壌汚染対策を導入
都道府県知事は、政令で定める要件に該当する地

域を土壌対策地域に指定できます。
市町村長は、対策地域の指定を都道府県知事に要請

することができます。都道府県知事は、対策地域に
指定したときは、汚染土壌の除去などを定めた対策
計画を策定しなければなりません。その際、都道府

県知事は、関係市町村長の意見を聴くとともに公聴
会を開いて住民の意見を聴かなければなりません。
さらに、内閥総理大臣との協議及びその同意が必要
で す。

国の削減計画に公表義務
内閣総理大臣は、事業分野別の削減目標量とそれ
を達成するための措置等を定めた削減計画を策定
し、公表することとされています。

環境庁長官と知事に
報告の徴収及び立入検査権
環境庁長官及び都道府県知事には、報告の徴収及
び立入検査権が認められます。

罰則規定は‥塵前進
排出基準を上回る排ガス、排水をした者は「６月

以下の懲役又は５０万円以下の罰金」の直罰規定が

設けられています。罰則の程度は軽すぎますが、直

罰規定が設けられたことは一歩前進と評価できま

す。今後は、これを大いに活用して、違反業者をど

んどん告発し、刑事処罰に追い込む必要があるでし

ょ う。

循環型社会実現など
残された課題も
ダイオキシン摂取の８～９割を占めるとされる食

品についての基準設定や健康被害対策は検討事項と

され、先送りになりました。農水畜水産物被害の補

償も定められていません。小型焼却炉を含む全ての

焼却炉に対する規制も検討課題にとどまっていま

す。これらは重要な問題で、是非とも対策を実行す

る必要があります。さらに、ゴミの減量、リユース、

リサイクルの推進を通じて循環型社会を早期に実現

することが、ダイオキシン削減の抜本的対策である

ことを忘れてはなりません。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１３０



発起人からひとこと
国民会議発起人
医師
まつしま病院産婦人科・小児科院長

佐 々 木 静 子 さ ん

第２回

ところで先生のクリニックの特徴はどういう

点でしょうか？

っしま産婦人科小児科病院のテーマは

ま “ 子 宮 と 地 球 にや さ し ぃ ” 病 院 で す。 女

--一先生が医師になられたのはいつですか？ま

た、産婦人科・小児科を選ばれたのはなぜです

か？

師になったのは１９６１年でした。ちょ

医 う ど イ ン タ ーン 闘 争 の 真 っ 只 中 で し た

ね。翌年からインターン制度は廃止になり、

最後のインターンを全国自主調整のおかげで

違う医学部の人たちと楽しく送ることができ

ました。私が産婦人科を選んだのは、父の影

響が大きかったと思います。内容はよく解り

ませんでしたが面白そうだったからです。

国民会議の発足にあたり発起人になってくださった
方々に、ひとりずつ順番にお寄せいただきます。
第２回は、東京で「子宮と地球にやさしい病院」をテ
ーマに産婦人科・小児科を開業していらっしゃる佐々木

静子さんにうかがいました。

ΦＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲＶｏｌ３

一 一 一 ・

性の立場からもう一度産婦人科医療を見なお

す必要性を感じていますが、あの「富士見産

婦人科病院事件」の教訓からも“ｎｏｈａｒｍ”の

具体化だと思っています。当然私たちやこど

もたちが生きていく地球も視野にいれた健康

を考えていきたいと思っています。

このごろ話題にされているような、不妊の増

加、流産・死産の増加、奇形の増加、子宮内膜症

の増加等の実態はありますか？もしありました

ら少し具体的に教えて下さい。

の経験からは不妊、子宮筋腫、子宮内

私 膜 症 は 増 えて い る 印 象 が あ り ま す。 特

に若い人の子宮筋腫は増えていると感じま

す。ただどの時代と比べてどのくらい多くな

ったかのデータはありません。新生児の奇形

は増えている印象はありませんが、非常に珍

しい奇形が今年は目立ちました。流、死産の

増加は無いように思います。

-一一そのような傾向があらわれた統計はあります

か？

宮筋腫や子宮内膜症の全国的な統計は

子 出 さ れてぃ な い と 思 い ま す。 奇 形 の 統

計は日本母体保護産婦人科医会がまとめてい

ると思いますが、残念ながら手元にデータを

持っていません。

……子どものアトピー、喘息等がふえているとい

われていますが、確かにそうですか？どのよう

な症状が特徴的でしょうか？

はしかし小児科医ではないので、回答

私 者 と し て は 適 切 で は な い と 思 い ま す。

（喘息はもともとこどもの病気だったのに、

最近大人になって発症する人が見られるよう

になりました。）

大人への発症の原因及びこのような現状につ



- 一 一 ・

いてどのようにお考えですか？

人の喘息に関して言えるのは、それだ
けいまの私たちを取り巻く環境が悪く

なって、アレルギーの引き金になる抗原が増

えているためと考えられます。また私たちの

免疫機構もちゃんと機能しないようになって

きているのかもしれません。健康に生きるた

めには、個人の努力だけではどうしようもな

いところに来てしまったと思います。しかも

これまで私たちが追い求めてきた便利さや快

適さを見なおさないと状況を変えることは難

しそうです。ひたすら実行あるのみです。

一一一一乳児に母乳を与えることについて不安を持つ

人が増えていますが、与えても大丈夫でしょうか？

また母乳を飲ませるとしたら、とのような与え方

をするのかいいのでしょうか？最初の数ケ月に

限った方が良いという人もいるようですが。
-７・の件に関して最も困ることは個人デー

Ｌ 夕 が な い と い う こ と で す。 サ ン プル の

データが低くても個々人の安全は保障されま

せん。本来的に個人のダイオキシン値を測っ

て対応すべきと考えます。現状ではミルクの

ほうがより安全だというデータもないのでや

はり、メリットとデメリットを天秤にかけて

選択するしかないのではないのでしょうか。

こどもを育てるとき単に肖のなかに食物を入

れればすむといったことだけではない哺乳類

の特徴を放棄せざるをえないとすれば恐ろし

いことです。

-一一‥これから妊娠しようという人、現在妊娠中

の人、子育て中の人たちに食事の取り方、生活習

慣その他についてアドバイスをお願いします。

うですね。次の６つに要約されると思

そ ぃ ま す。

①自分の食べるものは、材料の質にこだわる。

②地球のリズムに逆らわないような生活をす

る 。

③風邪ぐらいではなるべく薬はのまない。

④・タバコを吸わない。

⑤からだをまめに動かし、よく歩く。

⑥心がいっもおだやかでいられるような生き

方 を す る。

……私たち国民会議に対するご意見、ご期待など

ございましたらお願いします。

に述べた、今までのライフスタイルを

見直すことを実践できるような運動が

ようやくスタートしたと大いに期待していま

す 。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏ１３Φ



○「第二次提言」｜を提出

国民会議では、ダイオキシン

類緊急対策についての第二次提

言（母乳・食品対策）を取りま

とめ、フ月２３日、環境庁長官、

農水大臣、厚生大臣宛に提出し

ました。フ月２３日には、真鍋

環境庁長官と三度目の会談を行

い、直接手渡しました。長官は、

既に提言の全文を読まれた上で

会談に臨まれており、「わが国

でも、ドイツにならって食事指

導などの母乳対策に取り組む必

要があると思う」などと発言さ

れました。三度目ということで、

話は弾み、総じて私たちの提言

は大変重く受け止められている

ように感じました。また、同日、

農水省環境対策室大森審議官ら

とも、約一時間にわたって、有

意義な意見交換を行いました。

このような会談を積み重ねるこ

との意義を改めて確認しまし

た 。

また、８月１３日には、宮下

創平厚生大臣と初めて面談しま

した。大臣は、提言の内容につ

いては既に担当官より説明を受

けておられるとの事で、「女性

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ３

弁護士さんたちがよく頑張って

おられますね。」「厚生省として

も、お母さん方の不安を取り除

くことができるよう頑張りま

す。特に、国民にわかりやすい

情報の提供を心がけていきた

い」等と発言されました。立川

代表は、「厚生省でもこれから

は政策決定過程にＮＧＯを参画

させる必要があるのでは」と進

言されました。

Ｏ 国 民 会 議 発 足 ， 周 ‘ ｆ卜４ｉ１；

山 岡 真 佐 美

私は、国民会議が誕生する以

前、つまり発足準備委員会の頃

から、国民会議にお世話になっ

ています。９月１８日の設立集

会の時点では、一年後のことな

ど想像する余裕もなかったので

すが、とにかくこんなに大きく

成長するとは思ってもいません

で し た。

環境ホルモン問題が日本で大き

く話題となるきっかけとなった

ｒ奪われし未来』が日本で出版

されたのが１９９７年９月でし

た。私がこの本を読んだのが、

その半年後、確か１９９８年２月

ごろだった様に記憶していま

す。今回のニュースレターに要

旨が掲載されていますが、今年

のフ月には、著者の一人である

ピート・マイヤーズさんが国民

会議で基調講演を行ってくださ

いました。直接お話を聞く機会

が来るなんて、本当に一年前に

は考えられなかったことです。

最近は、特にダイオキシンに

関しては行政も含め、非常に動

きが速くなってきています、今

後の国民会議がどうなるかは、

相変わらす未知ですが、少しで

もいい結果につながるように、

自分なりに関わっていきたいと

思 い ま す。

湯 山 大 和

２０数年間続けてきた焼却炉

メーカーの仕事を辞めて「さぁ

で次は何をやろうか…」と思っ

一



ｍ
ｌ
　
迎えて 会員よりひとこと

ていた時に「国民会議」と出会

いました。立川代表も含めスタ

ッフの人達も殆ど知らない中で

参加した設立総会からはや一

年、この間ダイオキシン・環境

ホルモンをめぐる動きは政府を

も巻き込んで、本当に目まぐる

しいものがありました。私も微

力ながら炉の専門家の立場で協

力出来たと思っております。

特に二月にまとめたｒ緊急対

策第一次提言』の時は、日本列

島中がダイオキシン旋風の渦中

にあり政府、政党、住民団体等

との交渉で連日のように会合を

持ったこと、今にして思うと

「俺も環境問題の大きなウネリ

の中に居るんだ。参加して良か

った」と実感した瞬間でもあり

ま し た。

「政策提言型のＮＰＯを目指す」

という国民会議の目的はそれな

りに成果をあげたと自負してよ

いかと思います。しかしながら、

政府や自治体が進めている施策

は充分ではありません。全国で

苦しんでいる多くの人達の為に

も、今まで提言してきた政策の

実行を迫り「日本型循環経済シ

ステム」の構築にむけて、なお
ー層の奮闘を自らに課したいと

思います。

国民会議
これまでの活動及び予定

３０日１８：３０～２１：００シ

ンポジウム「所沢を住民

が安心して暮らせるまち

にするために」開催予定

所沢市文化会館

２０日１２：３０～１６：３０第

３回シンポジウム「排出

源対策・素材対策」開催

予定

内幸町プレスセンタービル

委員会日程

●ダイオキシン委員会

１０月２０日

１８：３０～２０べ

１１月１２日

１８：００～２０：３０

１１月３０日

１８べ

１２月１４日

１８：３０～２０：３０

●環境ホルモン委員会

１０月２１日

１８：○○～２０：ＯＯ

１１月２６日

１８：○○～２０：○○

●廃棄物委員会

１０月７日

１８：○○～２０：○○

１０月１５日

１８：○○～２０べ

●編集委員会

１０月２８日

１８：ＯＯ～２０１Ｃ〕○

会場：いづれも霞が関弁護士会館１０階

これまでの活動については１５ページをご覧下さい。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ３Φ



初年度
活動報告と
会員継続の
お願い
ダイオキシン・環境ホルモン
対策国民会議事務局長

中 下 裕 子

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ３

拝啓初秋の侯皆さまには益々ご清祥

のこととお慶び申し上げます。

日頃、国民会議の活動に対しまして、

さまざまなご支援、ご協力を賜り、心か

ら感謝いたしております。

お蔭様で、国民会議も昨年９月１９日発

足以来、ちょうど一年を経過しました。

会員数も９月１９日現在個人会貝１、０７０名、

賛助会貝３４名、合計１、１４０名となりました。

そこで、この一年間の国民会議の活動

のご報告をさせていただきます。

政策提言及びその推進活動

発足後直ちにダイオキシン類緊急対策

提言の作成作業に着手しました。提言は

四次に分けて提出する計画で、今年度は

第一次及び第二次提言を小渕内閣総理大

臣宛に提出しました。この他、ＰＲＴＲ法

案に対する意見書及びダイオキシン対策

推進基本指針に対する意見書も作成し、

衆・参両院議長や内閣総理大臣宛に提出

しました。

これらの提言・意見書の提出にあたっ

ては、野中内閣官房長官とはニ度、真鍋

環境庁長官とは三度にわたって会談を行

いました。中川農水大臣、宮下厚生大臣

とも直接会談して、その実現を要請しま

した。また、各省庁の担当部局の部課長

とは多数回にわたって意見交換を重ねて

きました。さらに、自由民主党をはじめ

とする全政党にも提言を提出するととも

に、各党の環境問題責任者の国会議貝や

「環境ホルモン・ダイオキシン問題と取

り組む議員連盟」とも意見交換を重ね、

ダイオキシン対策の法制化等の提案を行

いました。

このような国民会議の政策提言とその

推進活動は、政府や政党の前向きの取り

組みを促進させ、具体的な成果を生みま

した。皆さまもご承知のように、政府内

では、ダイオキシン対策推進のための関

係閣僚会議か招集されました。Ｆ国を挙

げてダイオキシン対策に取り組む」こと

を明記した基本指針が策定され、現在、

それに基づく施策か各省庁によって進め

られています。

また、各政党においても前向きの取り

組みが行われ、「ダイオキシン対策特別

措置法」が議貝立法により成立しました。

シンポジウム、学習会の開催

公 開 の 創 立 総 会 ・ 記 念 講 演 会 の ほ か、

２回のシンポジウム、マイヤーズ博士を

招いての講演会、合計８回に及ぶ公開学

習会を開催しました。特に、マイヤーズ

博士のお話は大変感動的でした。マイヤ
ーズ 博 士 は 、 国 民 会 議 を 高 く 評 価 さ れ、

米国内でも私たちの活動をご紹介いただ

き ま し た。

国際的活動及びＮＧＯとの
協力推進活動

マイヤーズ博士のご紹介で、国民会議

は、ＰＯＰＳ（残留性有機汚染化学物質）

の廃止のための国際条約づくりを推進す

る国際ＮＧＯＦＩＰＥＮ」（ｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

ＰＯＰＳＥｌｉｒｎｉｎａｔｉｏｎＮｅｔｗｏｌ・ｋ）に加盟

し、国際分野での活動にも着手しました。

今年９月にジュネーブで開催された政府

間交渉会議（ＩＮＣ３）にも日本で初めて

ＮＧＯとして参加してきました。

また、昨年１２月に京都で開催された環

境庁主催の国際シンポジウムにも事務局

長中下裕子がＮＧＯ代表として出演しま

した。

本年７月の朝日新聞社主催のシンポジ



ウム「未来を失わぬために」にも中下が

出演し、市民・ＮＧＯの立場から意見を

述べました。このほか、自治体・生協・

ＮＧＯ等の主催するシンポジウムや学習

会にも国民会議のメンバーが多数回招か

れ、パネリストや講師をつとめました。

ニ ュ ース レ タ ー の 発 行、

書 籍 の 出 版

ニュースレターを２回、活動報告（Ｆ私

たちはいまこんなことをしています））を

３回発行しました。また、５月には、か

もがわ出版より「提言：ダイオキシン緊

急対策」を出版しました。

次年度の活動予定

政策提言に関しましては、第三次（排

出源対策・素材対策）及び第四次（総合

的な廃棄物対策と化学物質管理対策）の

提言を完成させることに全力を挙げたい

と思います。従来の提言のうち未だ実現

されていない事項についても引き続き粘

り強く要請活動を行う所存です。また、

必要に応じて、時宜に適った意見具申に

取り組みたいと考えています。

新たな活動として、環境ホルモン汚染

による健康被害調査や、政府の施策の事

後評価活動にも取り組みたいと考えてい

ます。

国際的分野の活動はさらに強化させた

いと考えています。来年三月にボンで開

かれるＰＯＰＳ国際会議（ＩＮＣ４〉に参加す

るとともに、その成功に向けて、国内の

関係ＮＧＯのネットワークづくりを進め

たいと考えています。

さらに、次年度の最大の課題は組織拡

大です。現在の国民会議の活動は全てボ

ランティアで支えられています。しかし、

国民会議が今後もより一層充実した活動

を継続していくためには、やはり専属ス

タッフと独立したオフィスか必要です。

そのためには、会貝数を増やし、財政を強

化させなければなりません。それには、

東京近辺のみならず、全国的なネットワー

クづくりにも取り組む£蜃があります。

会員継続と会員拡大の
ご協力のお願い

以上のように、わずか一年の間に、国

民会議は政策提言を行うＮＧＯとして、

国際的にも国内的にも広く認知される存

在となりました。短期間のうちに、この

ような目ざましい成果をあげることかで

きましたのも、会員の皆さまの熱いご支

援とご協力があったからです。この場を

かりまして、厚くお礼申し上げます。と

同時に、次年度以降も引き続き会貝とし

て、物心両面から国民会議を支えてくだ

さいますようお願い申し上げます。国民

会議には会貝からの会費・寄付以外に安

定収入も資産もありません。全て会員に

よって支えられています。どうか、国民

会議の活動の趣旨にご賛同いただき、よ

り多くの会貝の拡大のためにもご協力く

ださいますよう併せてお願い申し上げま

す。

以上、ご報告とお願いまで。

末筆になりましたか、皆さま方の益々

のご発展とご健康を心より祈念いたして

おります。

敬具

国 民 会 議 の 主 な 活 動 経 過
●１９９８年
９．１９．創立総会
１２．５．第１回シンポジウムＦダイオキシン

緊急提言に向けて」謝崔
１２．１３．環境庁主催の内分泌撹乱化学物質に

関する国際シンポジウムに事務局長
が出演

●１９９９年
２。１７， 「ダイオキシン類緊急対策第一次提

言」を野中内閣官房長官、真鍋環境
庁長官らと会談のうえ提出

３、１．ダイオキシン対策の法制化をめぐっ
て各政党・国会議員との意見交流会
開催

３．２３、藤原邦達氏を招いて公開学習会隙崔
４．２．中川農林大臣と会談のうえＦ第一次

提言を提出」
４．１３．公開学習会「化学物質の法規制シス

テム」謝崔
５、６ＰＲＴＲ法案に対する意見書提出
５．１０．「提言：ダイオキシン緊急対策ｊ（か

もがわ出版）を出版
５．１２．０ダイオキシン対策推進基本指針に

対する意見書を内閣官房長官、環
境庁長官と会談のうえ提出

じ『環境ホルモン・ダイオキシン問題
に取Ｉ笞駄作議員連盟』と懇談会開崔

５．２０．中南元氏を招いての公開学習会を共
催

５．２７．公開学習会「私たちの暮らしと塩ビ」
開催

６．２１．第２回シンホジウム「食品・母乳汚
染対策を考える」開催

６．２１．村田徳治氏を招いての公開学習会Ｉ
隙崔

７．振朝日新聞社主催シンポＩジウムｆ未来
を失わぬために」に事務局長が出演

７．１７．ジョン・ピーター-ソン・マイヤーズ
博士を招いての講演会

７．２３．０「第二次提言」を環境庁長官と会
談のうえ提出厚生大臣・農水大
臣宛にも提出

○村田徳治氏を招いての公開学習会
】【隙崔

８、６．～フ．廃棄物委員会合宿（長野）
８．１３．宮下厚生大臣と会談
８．２６．厚生省水道環境部計画課長を招いて

の学習会開催
９．４．～７．ＰＯＰＳ条約国際会議（ＩＮＣ３）に参加
９．１８．公開学習会「母乳・食品のダイオキ

シン汚染～第二次提言を読む」Ⅲ崔
９．２７１．鹿庭７Ｆ昭氏を招いての公開学習会

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．３Φ



次年度
会費納入の
お願い
ダイオキシン・環境ホルモン
対策国民会議会員各位

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び

申し上げます。

ダイオキシン・環境ホルモン対策国民

会議の活動は、ボランティアに支えられ

ています。会員からの年会費、寄付金以外

に安定収入も資産もなく、いまだに常勤

の事務担当者さえ持てない状況です。活

動費用は年間で約６００万円程度です（シ
ンポジウム、学習会の会場費、講師への

謝礼、ニュースレターや提言、資料の印

刷、郵送費が主なものです）が、８月２０

日までに入金していただいた入会金・年

会賢は、賛助会貝の分を含めても３３８万

円で、不足分はカンパに支えられていま

す。幸い、環境事業団地球環境基金、全

労済（全国労働者共済生活協同組合連合

会）、東京都からそれぞれ助成金を受け

ることができ、初年度は赤字にならずに

済みそうですが、次年度以降は予断を許

しません。（なお、ダイオキシン・環境

ホ ル モ ン 対 策 国 民 会 議 の 会 計 年 度 は、

１９９９年９月３０日までとなっています。年

会費についてもまだ入会月ごとに管理で

きる体制がないため、年度終了まぎわに

ご入会の方でも、一律に９月３０日までの

分として２．０００円をいただいています。

入会年度内のニュースレター、提言など、

バックナンバーをすべてお送りしていま

すのでご理解下さい。）

初 年 度 か ら ご 入 会 い た だ き ま し た 約

１．１００名の方々には、１９９９年１０月１日から

２０００年９月３０日までの年会賀を納入して

いただく時期となりました。個人会貝は

２．０００円、賛助会貝は一口１０．０００円です

（口数をご確認下さい。増□歓迎）。今後

のより充実した活動のため、ぜひ今後も

引き続き会貝として会費を納入し、国民

会議を支えて下さい。

郵便振替用紙を同封しますので、お忘

れなくご入金下さい。学習会などにご参

加の際、直接現金で事務局の者にお支払

いいただいても構いません。新規のご入

会の方からは入会金として１．０００円いた

だいていますが、継続の方はこの分は不

要です。但し、カンパしていただけるので

あれば大歓迎です。２年分以上まとめて

ご入金下さる方、ご家族など併せてご入

金の方、カンパしていただける方、お手

数でも明細をお書き添え下さい。また、

国民会議からの郵便物の宛名シールに印

刷 さ れて い る 番 号 ； Ｃ Ｏ 叩 １ な 昂 が 会

貝番号ですので、おわかりになる方はご

記入いただけると助かります。振替用紙

のコピーがそのままこちらに郵送されて

きます。郵便振替ご利用の方の領収書は

経費節減のため省略させていただいてい

ますが、特別必要のある方はお申し出下

さ い。

また、資源と経費の節減のため、ニュ
ースレターを郵送でなくＥメール送信で

受けて下さる会貝を募集しています。ご

希 望 の 会 貝 は メ ールア ド レス 明 記 の 上、

お申し出下さい。また、ご家族で会貝に

なっていて、郵送は１部で足りるという

方もお申し出下さい。もちろん会貝人数

分受け取っていただいて、新規会貝の獲

得のために使っていただくことも大歓迎

で す。

なお、初年度の会費納入をお忘れの方、

入会金分か未納の方、これまでニュース

レター等をお送りした費川は他の会貝に

ご 負 担 い た だ い た 会 費 か ら 出 て い ま す。

未納の状態か続きますと、今後の資料を

お送りすることができません。ご確認の

上、次年度分と詐せてご入金いただけれ

ば幸いです。以上、ご報告とお願いまで。

ご活躍を祈念いたします。

敬 具

ダイオキシン・環境ホルモン対策

国民会議会計担当弁護士菊地美穂

会員も全国に約１、１〔Ｘ〕人となりました。
これまでは事務局の中村晶子弁護

士を中心に、「私たちは、いま、こん

なことをしていますｊ通信が発行さ

れて い ま し た が 、 こ の 度 、 こ の Ｆ 二
ュースレター」第３号を契機に皆様へ
の 通 信 は こ の 「 ニュ ース 」 に １ 本 化

し、会員の坂本一郎氏のご尽力によ

り、コンピューター印刷として、内

さ ら に 通 信 方 法 と して、 郵 便 の 他

Ｅメールも取り入れることにしまし

た （ メ ール を お 持 ち の 方 は 「 ア ド レ
ス」を教えて下さい）。

また、この「ニュース」のタイト
ル も 検 討 中 で す。 い ろ ん な 候 補 の 中

で、「ＡＣＴＩＯＮ！」というのも有力です。

皆様のご意見をお寄せ下さい。

ダイ オ キ シ ン ・ 環 境 ホ ル モ ン 対 策
国 民 会 議
ニ ュ ー ス レ タ ー 第 ３ 号
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この「国民会議」が発足して１年、容も一層充実させることとしました。
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